
誓 約 書（  暴力団排除に関する誓約  ） 

令和  年  月  日 

三 木 市 長  様 

所 在 地  

氏名又は名称  

及び代表者名  

 

  私は、三木市が「三木市暴力団排除条例」、「三木市暴力団排除条例施行規則」、「市契約か

らの暴力団排除に関する要綱」に基づき、三木市が行うすべての契約等から暴力団等を排除して

いることを認識したうえで、下記２のとおり誓約いたします。 

  なお、これらの事項に反する場合、契約解除や損害賠償請求等、貴市が行う一切の措置につい

て異議の申し立てを行いません。 

記 

１ 普通財産売却物件名  旧三木幼稚園 

 ２ 誓約事項 

  (１) 暴力団（三木市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同

条第２号で規定する暴力団員をいう。）並びに暴力団密接関係者（同条第３号に規定する

暴力団密接関係者をいう。）のいずれにも該当しません。 

  (２) (１)に掲げるいずれかに該当するかどうかを確認するため所轄の警察署長へ照会するこ

とに合意し、次のとおり役員名簿等の提出を行います。 

  

 

（役員名簿等）                ※内容が同じであれば別様式の添付可  

役員
フ リ

の氏名
ガ ナ

 生年月日  性 別  
備  考  

役  職  名  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

表面  

印  



役員
フ リ

の氏名
ガ ナ

 生年月日  性別  
備  考  

役  職  名  

    

    

    

    

    

    

記入欄が不足する場合はこの面をコピーして利用、別紙の添付も可 

（記入例） 

役員
フ リ

の氏名
ガ ナ

 生年月日  性別  
備  考  
役  職  名  

三木
ミ キ

 太郎
タロウ

 S35.7.1 男  代表取締役  

生年月日の元号…大正は T、昭和は S、平成は Hで表す。 

 
（三木市暴力団排除条例  抜粋）  

（定義）  
第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  
 (1) 暴力団  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。  
 (2) 暴力団員  法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。  
 (3) 暴力団密接関係者  暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに

該当するものをいう。  
  ア  暴力団員が役員（法第９条第１５号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）として、又は

実質的に経営に関与している事業者  
  イ  暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任者」という。）

として使用し、又は代理人として選任している事業者  
  ウ  次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監

督責任者が当該行為をした事業者に限る。  
   (ｱ) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、

暴力団の威力を利用する行為  
(ｲ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為  
(ｳ) (ｱ)又は (ｲ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有し

ていると認められる行為  
  エ  アからウまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方とし

て下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している事業者 
 

（市の事務及び事業における暴力団の排除）  
第６条  市は、契約に係る事務、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に

規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）の指定に係る事務その他すべての市の事務
又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びに暴力団密
接関係者（以下「暴力団等」という。）を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものと
する。  

２  前項の規定により暴力団を排除しようとする場合において、必要があると認めるときは、市は、
次に掲げる行為を行うことができる。  

 (1) 相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取すること。  
 (2) 相手方が暴力団等であるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くこと。  
 
 
（注意事項）  
 ・押印は、実印（印鑑証明印）を使用してください。 

裏面  


